
県内の主な交通事故相談窓口 

※あらかじめ事前に各窓口でご確認下さい。 

名称及び所在地等 相談所の開設日時 備考 

1 

愛媛県交通事故相談所 

電話：089-941-2111（内線5586） 

住所：松山市一番町４丁目４-２ 

    愛媛県庁第二別館１階 

月曜日から金曜日 

（祝祭日、年末年始を除く） 

受付時間 

9:00～15:00 

相談時間 

9:00～16:00 

 弁護士相談日 

原則第1、第3金曜日 

 13：00～15：00 

 (事前予約制) 

2 

財団法人日弁連交通事故相談センター愛媛県

支部 

電話：089-941-6279 

住所：松山市三番町４丁目8-8 

    愛媛弁護士会館 

毎週火曜日(事前予約制) 

13:00～16:00 

相談時間は30分以内 

 

3 

（社）日本損害保険協会四国支部 

松山市自動車保険請求相談センター 

電話：089-945-2335 

住所：松山市三番町４丁目12-7 

    三井住友海上松山三番町ビル３階 

月曜日から金曜日 

（祝祭日を除く） 

9：00～12：00 

13：00～17：00 

 弁護士相談日 

毎週木曜日 

13：00～16：00 

（事前予約制） 

4 

法テラス愛媛 

電話：050-3383-5580 

住所：松山市一番町４丁目1-11 

    共栄興産一番町ビル４階 

月曜日から金曜日 

（祝祭日を除く） 

9：00～17：00 

電話にて事前連絡 


